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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超音波信号を生体へ送信するステップと、
　前記生体内の流路に沿って流れている流体から反射された複数の反射超音波信号を超音
波送受信機システムを用いて受信するステップと、
　受信した前記複数の反射超音波信号を用いて所定時間内の連続する複数の画像を表す画
像データを生成するステップであって、各々の画像が第１の方向に最大解像度を有し、か
つ、前記流路に沿って流れている前記流体から反射された前記反射超音波信号内に干渉に
よって生じるスペックルパターンを含むステップと、
　前記画像データに対してピーク鮮鋭化操作を行い、所定時間内の連続する複数の高解像
度画像を表す画像データを生成するステップであって、各々の前記高解像度画像は、前記
第１の方向の前記最大解像度よりも高精細な前記第１の方向の解像度を有し、かつ、それ
ぞれのピーク鮮鋭化されたスペックルパターンを含むステップと、
　そして、
　前記所定時間内の連続する複数の前記高解像度画像を表す画像データに合成操作を適用
し、前記所定時間内の連続する複数の前記高解像度画像から、前記流体の前記流路が前記
ピーク鮮鋭化されたスペックルパターンの重ね合わせによって表される出力画像を表すデ
ータを生成するステップと、を含むこと
を特徴とする超音波撮像方法。
【請求項２】
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　前記最大解像度は前記超音波送受信機システムの前記第１の方向の解像度限界であるこ
と
を特徴とする、請求項１に記載の超音波撮像方法。
【請求項３】
　前記ピーク鮮鋭化操作は、前記画像データ内の画素値に非線形関数を適用するステップ
を含み、
　前記非線形関数の一次導関数は、前記ピーク鮮鋭化操作が前記画像データに適用される
前に前記画像データ内に存在している画素値の範囲にわたって単調に増加すること
を特徴とする、請求項１または請求項２に記載の超音波撮像方法。
【請求項４】
　前記出力画像をパワードップラ画像とマージするステップをさらに含むこと
を特徴とする請求項１から請求項３のいずれか一項に記載の超音波撮像方法。
【請求項５】
　連続する出力画像を表すデータを生成するステップと、前記連続する出力画像をビデオ
として表示するステップと、を含むこと
を特徴とする請求項１から請求項４のいずれか一項に記載の超音波撮像方法。
【請求項６】
　入力部と処理サブシステムを含む超音波撮像システムであって、
　前記入力部は、超音波送受信機システムから送られた画像データを受信し、該画像デー
タは所定時間内の連続する複数の画像を表し、各々の画像は、第１の方向に最大解像度を
有し、かつ生体内の流路に沿って流れている流体から反射された反射超音波信号における
干渉によって生じるスペックルパターンを含み、
　そして、
　前記処理サブシステムは、
　　前記画像データに対してピーク鮮鋭化操作を行い、前記所定時間内の連続する複数の
高解像度画像を表すデータを生成し、各々の前記高解像度画像の前記第１の方向の解像度
は、前記第１の方向の前記最大解像度よりも高精細であり、各々の前記高解像度画像は、
それぞれピーク鮮鋭化されたスペックルパターンを含み、そして、
　　前記所定時間内の連続する複数の前記高解像度画像を表す前記データに合成操作を行
い、前記所定時間内の連続する複数の前記高解像度画像から、前記流体の流路が、前記ピ
ーク鮮鋭化されたスペックルパターンの重ね合わせによって表される出力画像を表すデー
タを生成すること
を特徴とする超音波撮像システム。
【請求項７】
　前記所定時間内の連続する複数の前記画像を表す前記データを生成する超音波送受信機
システムをさらに含むこと
を特徴とする請求項６に記載の超音波撮像システム
【請求項８】
　送信された超音波信号の特定の一組に対して、前記第１の方向に前記最大解像度に等し
い解像度限界を有する超音波送受信機システムをさらに含むこと
を特徴とする、請求項７に記載の超音波撮像システム。
【請求項９】
　前記処理サブシステムは、さらに、受信した前記所定時間内の連続する複数の前記画像
を表す前記データをリサンプリングして、前記画像データ内に追加の補間画素を生成する
こと
を特徴とする、請求項６から請求項８のいずれか一項に記載の超音波撮像システム。
【請求項１０】
　前記処理サブシステムは、さらに、クラッタフィルタを用いて受信した前記所定時間内
の連続する複数の前記画像を表す前記データをフィルタリングし、
　前記クラッタフィルタは、一つ又は複数の受信超音波信号から決定される周波数情報又
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は位相情報を使用して、静止している、又は、一つ又は複数の方向に閾値速度未満で動い
ている生体内の物質からの寄与成分を減衰させること
を特徴とする、請求項６から請求項９のいずれか一項に記載の超音波撮像システム。
【請求項１１】
　各々の前記高解像度画像は、前記第１の方向における前記超音波送受信機システムの回
折限界よりも少なくとも２倍高精細な画素間隔を有すること
を特徴とする、請求項６から請求項１０のいずれか一項に記載の超音波撮像システム。
【請求項１２】
　受信した前記所定時間内の連続する複数の前記画像を表す前記データが、前記第１の方
向とは異なる第２の方向に最大解像度を有し、各々の前記高解像度画像の前記第２の方向
における解像度は、前記第２の方向における前記最大解像度よりも高精細であること
を特徴とする、請求項６から請求項１１のいずれか一項に記載の超音波撮像システム。
【請求項１３】
　前記ピーク鮮鋭化操作は、前記画像データ内の複数の画素値に対して非線形関数を適用
することを含むことと、
　前記非線形関数の一次導関数は、前記ピーク鮮鋭化操作が前記画像データに適用される
前に前記画像データ内に存在する画素の値の範囲にわたって単調に増加すること
を特徴とする、請求項６から請求項１２のいずれか一項に記載の超音波撮像システム。
【請求項１４】
　前記ピーク鮮鋭化操作が、前記画像データ内の各画素値に対して、１より大きい冪指数
を有する冪関数、又は、１より大きい基底を有する指数関数を適用することを含むこと
を特徴とする、請求項１３に記載の超音波撮像システム。
【請求項１５】
　前記処理サブシステムは、前記高解像度画像のデータに正規化操作を適用して、各々の
前記高解像度画像内の複数の局所的ピークの振幅におけるばらつきを低減すること
を特徴とする、請求項６から請求項１４のいずれか一項に記載の超音波撮像システム。
【請求項１６】
　前記正規化操作は、前記高解像度画像のデータ内のそれぞれの画素の近傍にある複数の
画素の値に基づいて前記高解像度画像のデータ内のそれぞれ画素の値を増減することを含
むこと
を特徴とする、請求項１５に記載の超音波撮像システム。
【請求項１７】
　前記正規化操作は、前記高解像度画像のデータ内の所定時間内の複数の画像にわたって
、一つ又は複数の画素の値を平均化することを含むこと
を特徴とする、請求項１５又は請求項１６に記載の超音波撮像システム。
【請求項１８】
　前記合成操作は、前記出力画像内の各画素について、前記連続する複数の高解像度画像
全体にわたって、前記各画素の値の所定時間内の平均値を計算することを含むこと
を特徴とする、請求項６から請求項１７のいずれか一項に記載の超音波撮像システム。
【請求項１９】
　表示画面を含み、
　前記処理サブシステムは、連続する出力画像を表すデータを生成し、前記表示画面に前
記連続する出力画像をビデオとして表示すること、及び、
　各出力画像を生成するために使用される前記合成操作は、前記連続する複数の高解像度
画像の加重平均を計算するステップを含み、前記連続する複数の高解像度画像中の一つの
画像に付与される重みが、前記連続する複数の高解像度画像中の他の画像に付与される重
みのどれよりも大きいこと
を特徴とする、請求項６から請求項１８のいずれか一項に記載の超音波撮像システム。
【請求項２０】
　前記出力画像をパワードップラ画像とマージすることによってノイズを軽減すること
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を特徴とする、請求項６から請求項１９のいずれか一項に記載の超音波撮像システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波信号を用いて流体流路を撮像するための方法及び装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　静脈と動脈が血液を運ぶ画像を、二次元Ｂモード画像を使用して生成することが、医療
用超音波検査の分野から周知になっている。さらに、これらの血管の中の血流速度に関す
る情報を決定するために、ドップラ処理を使用することができる。
【０００３】
　しかしながら、超音波走査の分解能は軸方向にも横方向にも限界があり、このため、従
来の技術を用いて脳内微細血管のような、極小の流体流路を見ることは困難又は不可能で
ある。横方向には、分解能は、超音波の回折によって制限され、(ｆ＃)×λに等しくなる
。ここで、ｆ＃は深度と超音波トランスデューサの径との比（典型的には１～５の範囲）
であり、λは送信時の波長である。送信周波数の選択は、探索深度と横方向分解能との間
のバランスを表す。一般的な８ＭＨｚの超音波スキャナからの信号は、ヒト組織の中で約
０.２ｍｍの波長となるλを有し、この結果、最大数ｃｍの深度において約１ｍｍ程度の
横方向解像度が得られる。超音波をより高い周波数（例えば、４０ＭＨｚ以上）で送信す
ることは、解像度を（例えば、約０.１ｍｍまで）向上させることができるが、しかし、
撮像深度を（例えば、わずか数ｍｍまで）低下させる。軸方向分解能はパルス長によって
制限され、０.５ｘＮｃｘλに等しい。ここで、Ｎｃは送信パルスのサイクル数（一般的
には２～１０の範囲）であり、λは波長である。波長の短いパルスは軸方向分解能を向上
（より高精細に）させるが、しかし、深い深度までは探査できない。この理由は、波長の
短いパルスは受信機においてより高い帯域幅を必要とし、これによって熱ノイズレベルが
上がるからである。
【０００４】
　微細血管は、直径が１０μｍ未満である。サブミリメーター・レベルの血管を、組織表
面から１０ｍｍより深い所で撮像するためには、通常、超解像画像化技術を使用すること
が必要である。このような超解像画像化技術では、超音波送受信機システムの固有の限界
よりも微細な横方向及び／又は軸方向の解像度を有する画像を生成することができる。こ
のような方法の一つは、非特許文献１に記載されている。この方法は、直径数μｍの気体
のマイクロバブルから成る、超音波造影剤を血流中に注入するステップと、超高速のＢモ
ード撮像方法を使用して、個々のマイクロバブルからの単一エコーを検出するステップと
を含む。連続する７５,０００個の画像フレームの組を、長期間、例えば１５０秒又は１
０分間かけて取得することができる。前記マイクロバブルは、超音波送受信機システムの
回折限界よりも小さく、複数の点状散乱体として扱われる。（既知の）点像分布関数を使
用して、各マイクロバブルの重心座標を、超音波システムの回折限界を超える横方向分解
能で、各画像から計算することができる。次に、マイクロバブルの密度マップを、前記連
続する複数の画像フレームの組から得た座標データを組み合わせることによって生成する
ことができる。この密度マップによって元になった微細血管の構造が明らかになる。個々
のマイクロバブルを複数の画像フレームにわたって追跡することにより、平面内の速度ベ
クトルを計算することもできる。
【０００５】
　しかしながら、そのような画像を取得するためには相当長い時間がかかるため、意識の
ある人や動物等の動いている被写体へ上述の技術を使用することは不適切である。この理
由は、撮影中の被写体又は超音波トランスデューサのどのような動きによっても、出力品
質が悪化するからである。さらに、造影剤の注入は、時間がかかり、安全に行うには熟練
した臨床医又は技術者が必要である。造影剤の注入は、又、感染のリスクがあり、患者へ
外傷を与える危険もある。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】米国特許第6,277,075号公報
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】Errico et al. “Ultrafast ultrasound localization microscopy for
 deep super-resolution vascular imaging”, Nature 527, 499-502 (26 November 2015
)
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、高解像度の画像を生成するための高速な方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、第１の態様に基づき、以下のステップを含む超音波撮像方法を提供する。
　超音波信号を生体へ送信するステップと、
　前記生体内の流路に沿って流れている流体から反射された反射超音波信号を、第１の方
向の解像度限界を有する超音波送受信機システムを用いて受信するステップと、
　受信した前記反射超音波信号を用いて所定時間内の連続する複数の画像を表す画像デー
タを生成するステップであって、各々の画像は前記流路に沿って流れている前記流体から
反射された前記反射超音波信号内に干渉によって生じるスペックルパターンを含むステッ
プと、
　前記画像データに対してピーク鮮鋭化操作を行い、所定時間内の連続する複数の高解像
度画像を表すデータを生成するステップであって、各々の高解像度画像は、前記超音波送
受信機システムの前記第１の方向の前記解像度限界よりも高精細な前記第１の方向の解像
度を有し、かつ、それぞれのピーク鮮鋭化されたスペックルパターンを含むステップと、
　そして、
　前記所定時間内の連続する複数の高解像度画像を表すデータに合成操作を適用し、前記
所定時間内の連続する複数の高解像度画像から、前記流体の前記流路がピーク鮮鋭化され
たスペックルパターンの重ね合わせによって表される出力画像を表すデータを生成するス
テップ。
【００１０】
　本発明は、第２の態様に基づき、以下のような入力部と処理サブシステムを含む超音波
撮像システムを提供する。
　前記入力部は、超音波送受信機システムからのデータを受信し、該データは、第１の方
向に最大解像度を有する所定時間内の連続する複数の画像を表し、各々の画像は、生体内
の流路に沿って流れている流体から反射された反射超音波信号の中の干渉によって生じる
スペックルパターンを含み、
　そして、
　前記処理サブシステムは、
　　前記画像データに対してピーク鮮鋭化操作を行い、所定時間内の連続する複数の高解
像度画像を表すデータを生成し、各々の高解像度画像は、前記第１の方向に、前記第１の
方向における前記最大解像度よりも高精細な解像度を有し、ピーク鮮鋭化されたスペック
ルパターンをそれぞれ含み、そして、
　前記所定時間内の連続する複数の高解像度画像を表す前記データに合成操作を行い、前
記所定時間内の連続する複数の高解像度画像から、前記流体の流路が、前記ピーク鮮鋭化
されたスペックルパターンの重ね合わせによって表される出力画像を表すデータを生成す
る。
【００１１】
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　したがって、本願発明によれば、生体内を移動する流体からのスペックルパターンが、
有効解像度の改善をすることができるピーク鮮鋭化操作を用いて鮮鋭化され、そして複数
の画像フレームにわたって重ね合わせられることは、当業者には容易に理解できるであろ
う。それによって、前記流体流路を示す出力画像を、（少なくとも一方向の）解像度が前
記データを生成した前記超音波送受信機システムの（前記一方向の）前記解像度限界より
も高精細な解像度で生成することができる。この高解像度の撮像は、連続する画像の非常
に短いシーケンスの一つを使用して、上述した従来の手法よりもはるかに迅速に行うこと
ができる。上記手法をリアルタイムで実行して、ライブビデオを生成することさえできる
。また、造影剤を生体内に注入する必要はない（しかし、注入することを禁止する訳では
ない）。
【００１２】
　対象となる生体は人、動物、植物、又は他の任意の生体とすることができる。好ましい
実施形態の組では、生体は人間の成人又は乳児である。流体は任意の液体又は気体とする
ことができる。流体は、好ましくは密度の異なる複数の領域を含む。流体は、媒体中に一
つ又は複数の気体若しくは液体の気泡、又は固体粒子を含むことができ、該気泡又は固体
粒子は第１の密度又は平均密度を有し、前記媒体は第２の異なる密度又は平均密度を有す
る。この場合、流体は、超音波によって映し出されたときに特徴的なスペックルパターン
を呈する可能性がある。複数の好ましい実施形態では、流体は血液である。超音波が血液
中の血液細胞を反映する前記方法によって、超音波を用いて撮像したときに、血液に対し
て特徴的なスペックルパターンを与えることができる。
【００１３】
　好ましい実施形態では、流体は血液だけである（すなわち、造影剤を含まない）が、い
くつかの実施形態では、流体（例えば、血液）は、例えば医者が注入した、マイクロバブ
ル又は粒子等の超音波造影剤を含むことができる。造影剤の使用は、血液からの信号の対
ノイズ比を大きくすることができる。これは、マイクロバブルの非線形散乱特性を利用す
ることによって行うことができ、周囲の組織からの信号を減衰させるための高域通過クラ
ッタフィルタリングの必要性をなくすることができる。このことは、反射信号が弱い、非
常に小さな血管を撮影するときに、特に有利である。
【００１４】
　流体の流路に制限はない（例えば、大きな流体領域内の乱流も可能）が、血管のような
管によって制限されることが好ましい。このような場合、流体の流路を撮像することは、
管の内腔自体を撮像することと等しい。この管の壁の厚さが無視可能なくらい薄い場合、
流体の流路を撮像することは管自体を撮像することと等しい。
【００１５】
　出力画像を表すデータは、メモリに格納することができ、又は、ユーザに、例えば電子
ディスプレイ、又は印刷した紙の上に表示することができる。
【００１６】
　いくつかの実施形態では、超音波撮像システムの入力部は、（例えば、別個の超音波診
断装置から出力された）一連の画像を表すデータを受信するために、ＵＳＢ接続、ＷｉＦ
ｉ接続、又はイーサネット（登録商標）接続等の接続部を有する。他の実施形態では、超
音波撮像システムは、好ましくは、超音波信号の特定の組（例えば、特定の周波数及び／
又は特定のデュレーションを有する組）について、前記最大分解能に等しい前記第１の方
向の分解能限界を有する超音波送受信機システムを有する。
【００１７】
　超音波送受信機システムの解像度限界は、超音波送受信機システムの特定の構成に固有
のものである。この解像度限界は、例えば、送信された超音波信号の周波数及び／又はデ
ュレーションに依存する。これらのパラメータは可変、例えばユーザにより設定可能であ
る。
【００１８】
　前記解像度限界は、軸方向又は長手方向の限界の場合があり、又は、角度方向又は横方
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向の限界の場合がある。該解像度限界は、送信した超音波信号に対する送受信機システム
の回折限界の場合がある。高解像度撮像は、超解像撮像とすることができる。解像度限界
は直角座標系（例えば、走査結果変換ステップの後の直線状の幅又は高さ）において決定
することができるが、超音波送受信機システムの固有の座標系（例えば、走査結果の任意
の変換前の角度距離又は軸方向距離）において決定することが好ましい。本明細書におい
ては、超音波撮像システムの解像度限界に関する言及は、超音波撮像システムによって超
音波送受信機システムから受信したデータの最大解像度と等価に扱うことができることを
理解されたい。
【００１９】
　いくつかの実施形態では、超音波送受信機システムは、それぞれ異なる方向における２
つの、互いに異なる分解能限界（例えば、軸方向の分解能限界及び角度方向の分解能限界
）を有することができる。この場合、各々の高解像度画像は、好ましくは、（第１の方向
とは異なる）第２の方向に第２の解像度を有し、該第２の方向における前記送受信機シス
テムの第２の分解能限界よりも高精細である方がよい。
【００２０】
　いくつかの実施形態では、ピーク鮮鋭化操作は、撮像平面内で、流体の流路に対して垂
直な方向に画像データの解像度を高める。流路が撮像平面内で完全に軸方向又は完全に横
方向に延びていない場合、この操作は軸方向及び横方向の両方における解像度を高める。
【００２１】
　いくつかの実施形態では、超音波送受信機システムは三次元画像データを生成すること
ができる。ピーク鮮鋭化操作を三次元画像データに適用して、３Ｄ高解像度画像の一つの
シーケンスの一つを表すデータを生成し、各々の３Ｄ高解像度画像の前記第１の方向にお
ける解像度を前記超音波送受信機システムの前記第１の方向の解像度限界よりも精細にす
ることができる。各々の３Ｄ高解像度画像は、前記第１の方向とは異なるさらに別の方向
の解像度を有し、該別の方向の解像度は、超音波送受信機システムの前記別の方向の解像
度限界よりも精細にすることができる。前記さらに別の方向は、好ましくは横方向である
。各々の高解像度画像は、好ましくは、前記第１の方向及び前記さらに別の方向とは異な
る第２の方向の解像度を有し、該第２の方向の解像度は、前記超音波送受信機システムの
前記第２の方向における解像度限界よりも精細である。いくつかの実施形態では、前記さ
らに別の方向の解像度限界は、前記第１の方向の解像度限界と等しくすることができ、又
は前記第２の方向の解像度限界と等しくすることができる。これは、例えば、２つの直交
する横軸が共通の解像度限界を有する場合にあたる。
【００２２】
　超音波撮像システムは、所定時間内の連続する複数の画像を表す前記データを生成する
ように構成することができる。このとき、入力は、超音波送受信機システムと処理サブシ
ステムとの間の、撮像システム内の内部インターフェースの一部を形成することになる。
超音波撮像システム又は超音波送受信機システムは、超音波信号を生体内に送信するため
に一つ又は複数の超音波トランスデューサを含むことができる。超音波送受信機システム
は、生体内の流路に沿って流れる流体から反射された超音波信号を受信するために一つ又
は複数の超音波トランスデューサを含むことができる。超音波送受信機システムは、受信
した超音波信号を表すデータから、例えば、一つ又は複数の超音波トランスデューサから
のアナログＲＦ信号から、画像の時系列シーケンスの一つを表すデータを生成するための
プロセッサ又は他の手段を含むことができる。このプロセッサ又は他の手段は、前述の処
理サブシステムの一部、又は該処理サブシステムとは別のものとすることができる。超音
波撮像システムは、超音波を送信及び／又は受信するための一つ又は複数の超音波トラン
スデューサを有する携帯式スキャナ装置を含むことができる。超音波撮像システムは、Ｌ
ＣＤモニタ等の電子ディスプレイを有することができる。
【００２３】
　所定時間内の連続する複数の画像を表すデータは、好ましくは、振幅情報を含む。振幅
情報は従来の技術を用いて取得することができる。スペックルパターンは、散乱した波面
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間の強め合う干渉と弱め合う干渉によって、前述のような画像内に常に発生する。しかし
、従来から、スペックルは望ましくないノイズと考えられている。スペックルを除去する
システムもある。逆に、本発明はスペックルパターンを積極的に利用して超解像撮像を実
現する。
【００２４】
　スペックルパターンは、従来は、スペックルパターンの移動を時系列で追跡することに
よって生体内の組織の動きを分析するために使用されてきた。しかしながら、前述のよう
な動きの解析は本願発明とは全く異なっており、本願発明は流路の超解像画像の生成に関
する。例えば、標準的な解像度の画像で（すなわち、高解像度の画像ではない）血流を視
覚化するためにスペックルパターンを使用することは特許文献１に記載されており、この
特許文献１では、処理されたスペックルパターンを組織の従来の画像と組み合わせて表示
する。
【００２５】
　画像のシーケンスの一つを時系列で表すデータは、好ましくは一組の値、好ましくは画
素値の配列を表す一組の値を含む。各画素は、超音波送受信機システムからの信号の振幅
値を表すことができる。複数の画素を（例えば、走査変換工程の後では）長方形にするこ
とができるが、好ましくは、送受信機システムの幾何形状によって決定される形状を有す
ることができ、例えば、各画素は平行四辺形又は環状扇形である。画像データは、ビーム
成形され、かつ複素復調されたＩ／Ｑデータサンプルから導出することができる。あるい
は、前記処理は、複素復調されていない実数値のＲＦデータに対して実行することもでき
る。受信した超音波信号は、周波数又は位相に関するデータを生成するために使用するこ
ともできる。この周波数又は位相に関するデータは、画像データのドップラベース処理に
使用することができる。
【００２６】
　高解像度画像の第１又は第２の方向における解像度は、一対の隣接する画素間の最小間
隔、最大間隔、又は平均間隔とすることができる。方向と間隔は、適切な座標系、例えば
、送受信機システムの固有座標系、又はデカルト座標等の座標系において与えられる。前
記画像データ内の少なくとも一つの方向に対しては、画素間隔は均一であることが好まし
い。
【００２７】
　データに対するピーク鮮鋭化は、非線形圧縮（例えば、対数圧縮）、ダイナミックレン
ジ調整、画素値の量子化、走査変換、又は他のディスプレイ・レンダリング処理等の操作
がデータに対して行われる前に行われ、この段階で振幅情報が失われないようにすること
が好ましい。本明細書において「画素」及び「画像」と言及する場合、上述のような操作
が既に前記データに適用されていることを必ず示唆しているわけではない。
【００２８】
　画像データは、画像データを生成するために使用された前記処理の少なくとも一部の操
作の間、第１及び／又は第２の方向において、超音波送受信機システムの解像度限界より
も、それぞれの方向に２倍以上の倍率（例えば、１０、２０倍、又はそれ以上の倍率）だ
け高精細な解像度（例えば、画素間隔）を有することが好ましい。特に、ピーク鮮鋭化操
作の後の高解像度画像データは、好ましくは、超音波送受信機システムの解像度限界より
も２倍、１０倍、２０倍、又はそれ以上高精細な解像度を有する。
【００２９】
　画像データにおける上述のようなオーバーサンプリングは、本来、送信する超音波信号
に対する空間分解能が、超音波送受信機システムの回折で制限される要素よりも高い空間
分解能で測定結果を出力するビームフォーマを使用することによって実現することができ
る。しかしながら、他の実施形態では、超音波撮像システムは、受信した画像データを処
理して（例えば、画像データをリサンプリングすることによって）、画像データ内に追加
の補間画素を生成する。この処理は、例えば、（処理サブシステム内で）ピーク鮮鋭化操
作を画像データに適用する前に、又はピーク鮮鋭化操作の一部として、行うことができる



(9) JP 6963774 B2 2021.11.10

10

20

30

40

50

。任意の適切な公知の補間方法を使用することができる。画像データ内の前記追加の補間
画素は、後続の画像処理操作において超解像出力画像を生成することに役立つ。
【００３０】
　所定時間内の連続する複数の画像は、任意の適切なフレームレート、例えば、１００Ｈ
ｚ以上１０００Ｈｚ以内、又はそれ以上のレートにすることができる。前記フレームレー
トは、撮像対象の流体の典型的な速度に基づいて決めることができる。前記フレームレー
トは、ユーザ入力によって決定することができる。同様に、前記所定時間内の連続する複
数の画像の画像フレームの数は、撮像対象によって変化してもよいし、又は、ユーザ設定
可能にしてもよい。
【００３１】
　前記画像の時系列シーケンスの一つを表すデータは、好ましくは、フレーム間高域通過
パスフィルタ、すなわちクラッタフィルタでフィルタリングされる。このフィルタリング
は、好ましくは、ピーク鮮鋭化操作が画像データに適用される前に、好ましくは処理サブ
システムによって実行される。前記フィルタリングは、生体内で静止又はゆっくりと（例
えば、一つ又は複数の方向に閾値速度未満で）動いている生体内の物質、例えば、血管の
壁、又は、筋肉、脂肪等の物質による寄与成分を減衰させる。画像データの前記フィルタ
リングは、フィルタリングしなければ、移動する流体の超解像画像を毀損する恐れがある
静止又は低速移動しているクラッタを削減又は除去することができる。このことは、一般
的に、スペックルパターンが生体内のいくつかの静的反射体からの信号と比較して相対的
に微弱であるため、有用である。上記のようなフィルタリングは、造影剤を使用しないと
きに特に有用である。
【００３２】
　従来から存在するクラッタフィルタは、どれでも使用することができる。前記クラッタ
フィルタリングは、一つ又は複数の受信超音波信号から決定される周波数又は位相に関す
る情報（例えば、ドップラシフト情報）を使用することができる。一組の実施形態におい
て、一つ又は複数のパワードップラ画像を表すデータが生成される。画像面に垂直な方向
の動きがゼロ、又は、ほぼゼロであるものを表す画素値をフィルタに通すときに、前記画
像面に平行に移動する流体に関する有用なデータまで除去する可能性があるので、この有
用なデータを減少させないように注意する必要がある。血液の場合には、血液細胞の三次
元形状は、典型的には、血液の流れの方向に垂直な非ゼロのドップラ応答を返し、この応
答を利用して、例えば前記ドップラ応答の速度より遅い速度で動く組織からの信号だけを
減衰させるようにクラッタフィルタを調整することによって、血液からの信号が除去され
ることを防ぐことができる。
【００３３】
　他の実施形態では、フィルタリングは、ドップラシフト情報に基づかずに、画像シーケ
ンスの所定時間における高域通過フィルタリングのステップを含むことができ、例えば、
フレーム間の差分処理を使用して変化の遅い情報を画像シーケンスの一つから除去するス
テップを含むことができる。しかしながら、好ましくは、より高精度なクラッタフィルタ
リング手法を、追加して、又は代替的に使用することができる。
【００３４】
　フィルタは、閾値速度未満の速度で動く物質からの信号を減衰させ、閾値速度より速い
速度で動く物質からの信号は減衰させないようにできる。このような閾値速度は、明示的
に（例えば、ユーザ設定可能な、デジタルメモリに格納される値に基づいて）設定するこ
とができるか、又は、フィルタリング操作中に、例えば、組み込みの又は条件に応じて調
整可能な遮断条件に基づいてクラッタフィルタを適用して、必然的に決まる場合がある。
閾値速度は、画像面内の動き、又は画像面に垂直な動き、又は他の任意の方向の速度成分
、又は三次元の実際の速度に適用することができ、かつ、生体内の他の場所、又は、携帯
式スキャナ装置のような、超音波送受信機システムの構成要素に対して、独立して又は相
対的に適用することができる。
【００３５】
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　ピーク鮮鋭化操作は、画像データを生成するために使用される超音波送受信機システム
の解像度限界よりも高精細な解像度で出力を生成することにより、画像データの有効解像
度をあげることができる。ピーク鮮鋭化操作は、入力された複数の画素値に基づいて（例
えば、複数画素入力ウィンドウに作用して）一つの出力画素値を算出することができるが
、複数の実施形態の好ましい組では、他の画素には無関係に画像データの各々の画素に作
用する。
【００３６】
　ピーク鮮鋭化操作は、（オーバーサンプリングされた）画像データ内の画素値（すなわ
ち振幅値）に非線形関数を適用するステップを含むか、又は非線形関数から構成されるこ
とが好ましい。このピーク鮮鋭化操作は、好ましくは、非極値（好ましくは比較的小さい
値）を増幅するよりも、画像データ内の極値（好ましくは比較的大きい値）を大きく増幅
する。
【００３７】
　前記関数は、冪関数又は多項式関数、例えばｆ（ｘ）＝ａ＋ｂ・Ｘｎとすることができ
、ここで、べき数のｎは１より大きい方が好ましい。前記関数は指数関数、例えばｆ(ｘ)
＝ａ＋ｂＸ、すなわち、指数項を含むことができ、ここで、基底ｂは好ましくは１より大
きい値である。前記関数の一次導関数は、ピーク鮮鋭化操作を画像データに適用する前に
画像データに存在していた画素値の範囲にわたって単調増加することが好ましい。
【００３８】
　いくつかの好ましい実施形態では、ピーク鮮鋭化操作は、画素の強度値に冪関数を適用
する処理、たとえば、各画素値を元の画素値の８乗に置き換える処理（ｙ＝ｘ８）を含む
。８乗の冪関数は、血管を撮像するときに特に良い結果が得られることがわかっている。
しかしながら、もちろん、２、４、６、１０、１２、又はそれ以上の指数、又は２から１
２の範囲内にある他の指数を使用することも可能である。他の非線形関数を使用すること
もできる。例えば、元の値が閾値レベルを超える前記画素の値を増加させる量を、元の値
が閾値レベルより低い前記画素の値を変更する量より大きくする（例えば、閾値レベルよ
り低い画素は元のままにおいておき、閾値レベルを超える前記画素を線形係数によって増
加させる）ような関数を使用することができる。
【００３９】
　ピーク鮮鋭化操作に加えて、合成操作を（正規化された）データに適用する前に、かつ
、好ましくは処理サブシステムにより、正規化操作を高解像度画像データに適用すること
が好ましい。該正規化操作は、好ましくは、画像データから成る一つの画像フレーム内の
複数の局所的ピーク値の大きさのばらつきを低減する（すなわち、各々の画像における最
も大きい局所最大値と最も小さい局所最大値との間の差を小さくする）。この正規化操作
は、好ましくは、ピーク鮮鋭化操作の後に、すなわち高解像度画像データに対して実行さ
れる。このようにして、比較的弱いピークを、比較的強いピークに対して相対的に強調す
ることができる。これによって、より多くのピーク値を、結果として得られる出力画像に
反映させることが可能になる。
【００４０】
　正規化操作は、好ましくは、画像データ内の複数の画素の値を、各々の画素の近傍（核
）にある複数の画素の値に基づいて増減するステップを含む。複数の実施形態の好ましい
組の一つでは、高解像度画像データ内の各画素の値を、該画素の近傍にある前記高解像度
画像データ内の複数の画素の値の代表値（平均値、又は中央値、オプションで一つの重み
パターンに応じて重み付けした値）で除算する。前記近傍の大きさ又は形状は一定にする
ことができる。重みパターンは、前記近傍にある各画素に対して増減の重み付けをするこ
とができる。例えば、分離可能又は放射型の二次元ハミング窓を表す重みを使用すること
ができる。
【００４１】
　前記近傍は、円形等の任意の適切な形状にすることができるが、計算効率を考慮して、
好ましくは長方形（例えば正方形）にする方がよい。前記近傍は、任意の適切なサイズに
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することができるが、好ましくは、少なくとも一つの方向において、超音波送受信機シス
テムの解像度限界とほぼ同じ大きさにする方がよく、例えば、前記解像度限界の３分の１
、２分の１、若しくは、４分の３以上、かつ／又は、前記解像度限界の１２５％未満、２
倍未満、若しくは３倍未満の最大寸法（例えば幅）にすることが好ましい。前記解像度限
界とほぼ同じ大きさのカーネルを使用してデータを正規化することによって、次の合成操
作をデータに適用した後に、血流の非常に鮮明な画像が得られることがわかった。
【００４２】
　いくつかの実施形態では、前記正規化操作は、所定時間内の複数の画像フレームにわた
って一つ又は複数の画素値を平均するステップを含むことができる。例えば、一つの画素
の近傍の平均値は、その平均値によって画素値を増減する前に、連続する２つ以上の画像
にわたって平均化することができる。これは、画像シーケンスの一つにおけるちらつき防
止に役立ち、特に、複数の出力画像をビデオとして生成、表示する場合に望ましい。
【００４３】
　重要なことは、ピーク鮮鋭化操作及びオプションの正規化操作は、対数圧縮又は量子化
されたデータではなく、生の振幅データに直接適用することが好ましいことである。した
がって、ピーク鮮鋭化操作及び正規化操作は、ビットマップ画像のような、サイズ調整さ
れ量子化された画素データに適用される従来の画像処理操作とは、全く異なっている。
【００４４】
　前記合成操作は、好ましくは、出力画像内の各画素について、所定時間内の連続する複
数の高解像度画像の全体又は一部分にわたって存在する、その各画素の複数の値の代表値
（平均値又は中央値、又は、オプションでそれらを重み関数によって重み付けした値）を
計算するステップを含む。出力画像内の一つの画素の値は、この代表値と等しくすること
ができる。代替的には、前記代表値を使用して、一つ又は複数の追加の演算を適用して、
前記出力画像を表すデータを生成することができる。例えば、前記データは、ディスプレ
イ上にレンダリングするために、対数圧縮、及び／又はダイナミックレンジ調整、及び／
又は空間的な拡大若しくは縮小、及び／又は量子化することができる。
【００４５】
　ピーク鮮鋭化された複数のスペックルパターンを、所定時間内の平均を使用して重ね合
わせることにより、流体の流路が出力画像内で見えるようになる。これは、夜空の長時間
露光写真が地球の自転による星の流路を示し、又は滝の長時間露光写真がその流れの流路
を強調することと同様な手法である。
【００４６】
　この重ね合わせ効果は、流体が画像面と略平行に流れるときにフレーム間で比較的一定
のスペックルパターンを示す、血液のような特定の流体に対してさらに高めることができ
る。この場合、前記合成操作によって、出力画像内にスペックルの軌跡を生成し、血管に
沿った流れの定性的に表示することによって画像の有用性を高めることができる。いくつ
かの実施形態では、複数のフレームにわたって一つ又は複数の要素の動きを追跡すること
に基づき、速度解析操作を実行して、スペックルパターン内の流体の速度又は速度ベクト
ルについての定量的推定値を決定することができる。他の実施形態では、速度情報はドッ
プラ周波数シフト情報に基づいて決定することができる。速度情報は、取得する方法に関
係なく、例えば色の重ね合わせとして、出力画像内に反映することができる。
【００４７】
　熱ノイズは、流体のスペックルパターンに類似したスペックルパターンを作り出す可能
性があるが、典型的には流体のスペックルパターンより小さい振幅を有するパターンであ
る。熱ノイズのスペックルパターンはフレームごとに独立しているので、所定時間内での
平均化によって熱ノイズのスペックルパターンは減衰するので、出力画像内の流体流路と
容易に区別することができる。
【００４８】
　ノイズは、前記出力画像を従来技術のパワードップラ画像と組み合わせることによって
（例えば、２個の画像内に存在する各々の画素の平均値を求めることによって）、さらに
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低減することができる。この理由は、パワードップラ画像ではノイズの値が小さいからで
ある。
【００４９】
　いくつかの実施形態では、連続する出力画像フレームを生成することができる。これら
の画像フレームは、例えばディスプレイスクリーン上にビデオとして表示することができ
る。フレーム間のスペックルパターンがある程度一致している状態においては、前記合成
操作は、各出力画像フレームについて、複数の高解像度画像から成る一つのシーケンスの
中にある、前記各出力画像フレームを生成するために使用される一つの画像に、該シーケ
ンスの中にある他のどの画像よりも高い重みが与えられるように実行される。好ましくは
、この画像は、各々の出力画像フレームに対し、前記シーケンスの一つの中で同じ位置に
なる（例えば、常に、前記高解像度画像のシーケンスの一つの真ん中の画像になる）。こ
のようにして、ビデオの各フレームにおいて、スペックルパターンの鮮明なビューが、前
記スペックルパターンの所定時間内の平均のぼやけたパターンに重ね合わされる。前記ぼ
やけたパターンは前記ビデオ内の血管の形状を正確に表示し、一方、前記スペックルパタ
ーンの連続するクリアなビューは、ビデオを見ている人に、血管に沿って流れる流体の動
きを表示する。これは臨床医に対し、血管を見るための特に有用な方法を提供することが
わかる。
【００５０】
　フィルタリング操作、ピーク鮮鋭化操作、正規化操作、及び合成操作は、別個の操作と
して説明してきたが、単一のアルゴリズム、機能、又は処理ブロックによって、これらの
操作のうちの２つ以上を実行することができることが、わかるであろう。いくつかの数学
関数によって、これらの操作の２つ以上を単一の操作にまとめることができる。理解を容
易にするために、これらの操作を特定の順序で実行するように説明したが、実際には、条
件によって適切な場合には、異なる順序で実行してもよく、２つ以上の操作を並行して実
行することもできる。
【００５１】
　当業者には理解されるように、超音波撮像システム、及びその処理サブシステムは、一
つ又は複数のプロセッサ、ＤＳＰ、ＡＳＩＣ、揮発性メモリ、不揮発性メモリ、入力、出
力等を含むことができる。前記操作のうちのいくつか又はすべては、メモリに格納され、
前記処理サブシステム内の一つ又は複数のプロセッサ上で動作するソフトウェアによって
、又はその制御下で実行することができる。超音波撮像システムは、単一の装置にするこ
とができ、又は、分散させることができ、例えば、一つ又は複数の操作を生体から離れた
、リモートサーバ等で実行することができる。前記操作は必ずしも互いに時間的に近接し
て実行する必要はない。特に、超音波信号は、第１の時間に取得され、その後、数日経っ
た後の時間に処理することができる。
【００５２】
　本明細書に記載した、いずれの発明の態様又は実施形態の特徴も、適切な条件の下で、
本明細書に記載した、発明の他のいずれの態様又は実施形態にも適用することができる。
異なる実施形態又は実施形態の組を参照する場合、これらは必ずしも区別されるわけでは
なく重複してもよいことを理解されたい。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
　本発明の特定の好ましい実施形態のいくつかを、ほんの一例として、添付の図面を参照
して説明する。図面には以下がある。
【図１】本発明による実施形態の走査システムの概略図である。
【図２】従来のパワードップラ画像を示す図である。
【図３】従来の連続するパワードップラ画像の所定時間内の平均を示す図である。
【図４】本発明による実施形態の走査システムによって生成された高解像度画像を示す図
である。
【図５】本発明による実施形態の走査システムによって生成された、連続する高解像度画
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像の所定時間内の平均を示す図である。
【図６】パワードップラ画像の、一つの次元に沿った振幅のグラフである。
【図７】解像度改善後の振幅のグラフである。
【図８】正規化後の振幅のグラフである。
【図９】ハミング窓のグラフを示す図である。
【図１０】ヒト甲状腺の従来技術によるパワードップラ画像を示す図である。
【図１１】ヒト甲状腺の超解像画像を示す図である。
【図１２】ヒト甲状腺のノイズ抑制超解像画像を示す図である。
【図１３】従来技術によるドップラ走査システムを使用して撮影された、腎臓の脈管構造
の画像である。
【図１４】本発明による実施形態の超解像走査システムを用いて撮影された、腎臓の脈管
構造の画像を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００５４】
　図１は、超解像超音波走査システム１を示す。超解像超音波走査システム１は、携帯式
線形アレイ超音波プローブ２、処理装置３、及びディスプレイ４を含む。超音波プローブ
２は、処理装置３の制御下で、信号（一連のパルス）を送信し、かつ、前記信号の反射信
号を受信する超音波トランスデューサのアレイを含む。ビームフォーミングを使用して、
特定の方向に向くように送信信号を操作し、かつ／又は、特定の方向からの反射信号を受
信することができる。
【００５５】
　超音波走査システム１は、患者５の体内を観るために、超音波検査技師又は医師等の操
作者によって使用される。特に、システム１は、患者５の脳内微細血管等の微小血管の形
状をディスプレイ４上で視覚化するために使用することができるが、この応用だけに限定
されるものではない。
【００５６】
　現在好まれている実施形態は、一直線状に並んだトランスデューサから成るアレイを有
する超音波プローブ２を使用し、該超音波プローブ２は患者５を横断する薄い「スライス
」の中でのビーム成形を行うが、他の実施形態では、三次元データを取得できる二次元状
に並んだトランスデューサのアレイを使用することができる。このようなプローブは、３
Ｄボリュームの画像データを生成するために使用することができる。
【００５７】
　処理装置３は、プローブ２からの信号の送信を制御し、かつ、受信した信号を処理する
ための、プロセッサ、メモリ、及び他の構成要素（図示せず）を含む。処理装置３は、処
理装置３が実行する、本発明を実現する機能を実装するためのソフトウェアを有すること
を除けば、従来技術のものとすることができる。しかしながら、いくつかの実施形態では
、処理装置３は非標準のハードウェアを有するものにすることができる。処理装置３は、
中央処理装置、グラフィック処理装置、マイクロコントローラ、ＡＳＩＣ、及びＦＰＧＡ
のうちのいずれかを一つ又は複数個、含むことができる。処理装置３はメモリに記憶され
た複数のソフトウェア命令を実行することができる。いくつかの実施形態では、リモート
サーバ（図示せず）をネットワークによって処理装置３に接続することができ、前述の処
理操作の少なくともいくつかを実行するために該リモートサーバを使用することができる
。
【００５８】
　図２は、人間の患者のパワードップラ画像の一部を示す図である。このパワードップラ
画像は従来技術を用いて生成されている。高域通過クラッタフィルタリングが、静止した
、又はゆっくり動く組織からの寄与成分を減衰させるために適用されている。図２の画像
を生成するために、データは対数圧縮されている。画像上を水平に横切って走る２つの血
管が、図中の二対の破線で強調されている。血液からのスペックルパターンが、画像上に
見られる。しかしながら、走査システム１の解像度限界により、これらのスペックルパタ
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ーンは血管壁内に納まらずに、血管壁の外に広がっている。この画像からは、血管の正確
な境界線を決定することは不可能である。
【００５９】
　図３は、（ｉ）連続する前述のパワードップラ画像の所定時間において平均化し、そし
て、（ｉｉ）この平均化したものとＢモード画像とを組み合わせた処理の結果を示す。こ
れらの操作は、両方ともノイズの抑制に役立つ。これによって、血管の形状がより見やす
くなっているが、しかし、血管の境界は依然あいまいで不鮮明である。
【００６０】
　これに対し、超解像超音波走査システム１は、プローブ２を使用して取得した複数の画
像フレームのシーケンスの一つに、以下の処理ステップを（可能な限り、しかし必須では
ないが、以下の順序で）適用する。
　　－　クラッタフィルタリング
　　－　オーバーサンプリング
　　－　ピーク鮮鋭化
　　－　正規化
　　－　所定時間での平均化
　　－　対数圧縮
【００６１】
　公知のクラッタフィルタリング技術を使用して、ゆっくり動く組織又は静止した組織か
らの寄与成分を減衰させることができる。これにより、筋肉や骨等の組織からの信号を大
幅に減衰させることができる。これらの組織からの信号は、通常、血液等の流体からの反
射信号よりもはるかに強い。また、前記クラッタフィルタリング技術によって、通常は、
血流の速度より動きが遅い、携帯式プローブ２と患者５との間の意図しない動きを許容す
ることができる。前記クラッタフィルタリングは、例えば、パワードップラ画像を生成す
るときに説明したように、振幅データをフィルタリングして通過させるためにドップラシ
フト情報を使用することができる。
【００６２】
　各画像フレームは、最初は、通常、走査システム１の解像度限界にほぼ等しい解像度の
画素を有する。オーバーサンプリングステップでは、各々の画像フレームをリサンプリン
グして画素密度を高める。これは、例えば、画像データ内の各矩形画素をより小さな矩形
画素から成る一組の格子（例えば、２０×２０格子で４００画素）に置き換えることによ
って行われる。新しい画素値は、（例えば、バイキュービック補間を用いて）元の画像デ
ータから補間することが好ましい。
【００６３】
　ピーク鮮鋭化は、（リサンプリングされた）画像データ内の各々の画素値に非線形関数
を適用する処理を含む。いくつかの実施形態では、ｘ^８又はｘ^１２のようなべき乗関数
が使用される。これには、画像データ内のランダムなスペックルパターンにおける局所ピ
ークを「鮮鋭化」し、走査システム１の解像度限界を超えて前記画像データの有効解像度
をあげる効果がある。
【００６４】
　ピーク鮮鋭化は、スペックルパターン内のさまざまな局所ピークの振幅に大きな変化を
もたらす可能性がある。この大きな振幅変化を抑えるために、各々の画像の画素は、各画
素の近傍の局所空間及び時間領域における代表値（例えば平均値）によって正規化される
。
【００６５】
　図４は、図３のパワードップラ画像の元のデータと同じデータに上述のクラッタフィル
タリング、オーバーサンプリング、ピーク鮮鋭化、及び正規化ステップを適用した結果を
示す。得られたデータは、図４の画像を生成するために対数圧縮されている。血液から得
られた改善後のスペックルパターンは、血管壁の中に納まっており、これらの血液の実際
の位置が二対の破線で表されている。
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【００６６】
　図５は、（ｉ）上述のような所定時間内の連続する１００個の超解像画像のフレームを
平均化し、（ｉｉ）対数圧縮後に線形結合を行うことによって、前記平均結果をパワード
ップラ画像と合成した結果を示す。これらの操作によって、熱ノイズのようなノイズを抑
制し、かつ、重ね合わされた複数の高解像度のスペックルパターンで血管の内部を「埋め
る」ことによって血管の可視性を高めることができる。これによって、図３の出力画像と
比較して空間分解能が大幅に改善された、血管の滑らかな白色／灰色の外観が生成される
。
【００６７】
　最終的な出力画像が、（例えば、対数圧縮及びダイナミックレンジ調整によって）表示
用に処理され、ディスプレイ４に表示される。
【００６８】
　上述の超解像技術は、血液が動く早さを定量化するための他の技術、例えば、ドップラ
周波数シフト技術や、スペックル追跡に基づく速度ベクトル推定技術等の他の技術と組み
合わせることもできる。
【００６９】
　血液の動きは、所定時間内の連続する超解像画像フレームをフィルタリングしたものと
、フィルタリングしていないものとを組み合わせることによってビデオとしてディスプレ
イ４上に動的に表示することができる。このように、各ビデオフレームは、時間にそって
は、ほとんど変化しない血管の内部の「塗りつぶされた」形状と、フレームからフレーム
へと変化する単一のスペックルパターンの両方を含み、血管内を流れる血液の速度と方向
を（画像平面内で）示す。
【００７０】
　図６、７、及び８は、それぞれ、二次元画像データの一つの組にわたって存在する代表
的な線に沿った距離（水平軸）に対する振幅（垂直軸）のプロットを示す。
【００７１】
　図６は、オーバーサンプリングされた（対数圧縮していない）標準的なパワードップラ
画像における振幅を示す。
【００７２】
　図７は、オーバーサンプリングされた２次元画像データセットに、前記の線と同じ線に
沿って、ｘ^１２のピーク鮮鋭化操作を適用した結果を示す。縦軸は、ピーク鮮鋭化後に
前記データ内に出てきた大きな値を表示できるように拡大されている。図７からは、入力
されたパワードップラ画像データ内のピークが鮮鋭になっているが、鮮鋭化後のデータ内
では最も大きい２つのピークだけを容易に見ることが出来ることがわかる（他のピークは
、データセット内には未だ存在するが、グラフ上では見えない）。
【００７３】
　図８は、上記の線と同じ線に沿って、前記ピーク鮮鋭化後のデータに１７サンプル点の
ハミング窓関数を２次元畳み込み演算で適用することによって、前記データを正規化した
結果を示す。上記の（一次元）ハミング窓関数を図９に示す。前記データの組の値が正規
化後に非常に小さくなったため、線形の垂直軸を再び尺度調整している。図８からは、前
記操作が、前記ピーク鮮鋭化後のデータにある２つの最大ピークを該データ内の他のピー
クと比較して、強調度を相対的に弱める効果があることが分かる。結果として得られるピ
ークは、元のパワードップラ画像にあるピークよりも、幅が狭くなっている。これは、血
管壁の外部へのスペックルパターンの溢れが少ないことを意味する。このような連続する
画像データの複数の組に所定時間内での平均化が行われると、結果として得られる重ね合
わせ後のスペックルパターンは血管の内部の超解像画像を示す。
【００７４】
　図１０は、一つのデータの組から生成された、ヒト甲状腺の従来のパワードップラ画像
を示す図である。甲状腺内に血流のぼやけた形が見えるが、このようなパターンは比較的
不明瞭であり、血管の境界を明確には示していない。
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【００７５】
　図１１は、上述した超解像処理のステップを、図１０のデータの組と同じデータの組に
対して適用した結果を示す。同じ血管が図１１ではより細くそして明確になっている。こ
れらの血管の位置は、より正確に識別することができる。
【００７６】
　図１２は、図１１の超解像画像データを図１０の従来のパワードップラ画像と組み合わ
せることによって、図１１の画像データにノイズ抑制を適用した結果を示す。血管の輪郭
の明瞭性はいくらか悪化しているが、これは血管の外側のノイズの減少によって補償され
ており、この操作が、ある臨床現場では有効なトレードオフとなる。
【００７７】
　図１３は、腎臓内の脈管構造の従来技術によるパワードップラ画像を示す図である。
【００７８】
　図１４は、腎臓内の脈管構造に、本明細書に記載の処理ステップを適用して得られる超
解像パワードップラ画像を示す。
【００７９】
　本発明の実施形態によって得られる、明瞭性と高精細性の改善は、図１０と比較した図
１１と図１２、及び、図１３と比較した図１４に示されているように、容易に観察できる
。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】
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